
民間事業者から提供された空き家情報の取扱に関する仕組みの検討

＜民間事業者から提供された空き家情報の取扱に関する仕組み＞

市の対応

専門事業者の対応

プラットホーム（流通促進検討会議）の対応

・プラットホームを構成する専門

家団体に登録している専門事業

者（主に宅建事業者が想定され

る）から空き家物件についての

情報の照会があった際の対応

→データベースへの登録の有無を

確認

→データ提供についての同意を取

得するかどうかを判断

→同意が得られたものは、公平性

と透明性を確保する観点から流

通促進検討会議を通じて指名さ

れた専門事業者に対して情報を

提供

→同意が得られないもの、同意を

取得しないと判断したものは情

報提供を行わない

同意確認を行う物件の選択（※1）

専門事業者からの情報の照会

専門事業者が得
ている情報

市による不足情
報の補足調査

データベースへの登録

プラットホーム（流通促進検討会議）
への情報提供

データベースに登録済みの物件 データベースに未登録の物件

データ提供につい
ての同意書有

データ提供につい
ての同意書無

流通促進方針の検討

専門事業者による流通促進業務

●空き家である
ことの確認
（水道が１年以上
ほとんど使われ
ていない）

●所有者の確認
（課税情報の活
用）

所有者がデータ提供
について同意

所有者がデータ提供に
ついての同意しない

所有者の事情に
応じた情報提供

※1：物件の選択において考慮する事項
①施策の実現性
・所有者の意向確認の難易度
（確認が取れているか取りやすいものを優先）

・所有者の活用意向
（活用意向が強いものを優先）

②施策の効果
・空き家である期間
（期間が長いものを優先）

・流通性
（流通阻害要因（※2）を有するものを優先）
③その他
・活用意向者の存在
（隣地住民など活用意向者がいるもの優先）

同意確認

選択されな
い物件

選択された物件

所有者の事情に
応じた情報提供

※２：立地条件、敷地条件（面積、接道の

有無等）、建物条件（老朽度等） 等
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